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広報さやま 2019.7月号　　■市役所☎04-2953-1111(代表） 04-2954-6262　開庁時間 平日の8時30分～17時15分
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報
ガ
イ
ド

市　

政

募　

集

暮
ら
す

学
ぶ
・
楽
し
む

官
公
庁
な
ど

市
民
の
イ
ベ
ン
ト

※「
定
員
」は
原
則
先
着
順
。「
費
用
」は「
全
●
回
」

　

の
場
合
は
総
額
、掲
載
の
な
い
も
の
は
無
料
で
す

kidsは対象が小学生以下のイベントです

※
公
民
館
の
申
込
み
受
付
時
間
は
日
曜
日
・

祝
日
を
除
く
8
時
30
分
〜
17
時
15
分

31
日

募
集
人
員　

１
名

申
込
み　

７
月
24
日
㈬
ま
で
に
応
募

用
紙（
環
境
課
、公
民
館
、地
区
セ
ン

タ
ー
に
用
意
。ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）と
小
論
文「
私

た
ち
に
で
き
る
地
球
温
暖
化
対
策
」

（
１
千
字
程
度
）を
環
境
課（
郵
送
可
。

当
日
消
印
有
効
）へ
内
線
３
６
７
１

小
・
中
学
校
の
介
助
員
の
登
録
者

勤
務
内
容　

障
害
の
あ
る
児
童
や
生

徒
の
学
校
生
活
の
支
援

勤
務
日
時　

月
〜
金
曜
日
の
８
時
15

分
〜
16
時

申
込
み　

履
歴
書
と
登
録
用
紙（
教

育
指
導
課
に
用
意
。ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
。面
接
あ

り
）を
持
っ
て
同
課
へ
内
線
５
６
５
２

教
育
セ
ン
タ
ー
派
遣
非
常

勤
講
師
の
登
録
者

勤
務
内
容　

学
校
で
の
自
習
監
督
や

教
育
活
動
の
支
援

対
象　

有
効
期
限
内
の
小
学
校
教
員

免
許
か
中
学
校
教
員
免
許（
養
護
教

諭
免
許
も
可
）を
お
持
ち
の
方

勤
務
日
時　

月
〜
金
曜
日
の
８
時
25

分
〜
16
時
55
分

申
込
み　

履
歴
書
と
教
員
免
許
状
を

問
合
せ　

同
課
へ
内
線
２
７
４
１

産
業
労
働
セ
ン
タ
ー

☎
２
９
４
６
‐
７
６
４
３

◆
無
線
国
家
資
格
取
得
講
習
会

　

受
講
し
て
、修
了
試
験
に
合
格
す

る
と
、国
家
資
格「
第
四
級
ア
マ
チ
ュ

ア
無
線
技
士
」が
取
得
で
き
ま
す
。

日
時　

８
月
24
・
25
日（
土
・
日
）、９

時
30
分
〜
18
時

定
員　

28
名

費
用　

２
万
２
千
７
５
０
円（
18
歳

以
下
は
９
千
７
５
０
円
。受
験
料
、テ

キ
ス
ト
代
な
ど
）

申
込
み　

７
月
17
日
㈬
か
ら
同
セ
ン

タ
ー
へ

防
災
に
役
立
つ
！
「
イ
ツ
モ

防
災
タ
ウ
ン
ペ
ー
ジ
」の
配
布

　

地
震
な
ど
の
災
害
時
の
避
難
の
仕

方
や
、自
宅
で
避
難
生
活
を
す
る
際

の
備
え
、避
難
所
マ
ッ
プ
な
ど
を
分

か
り
や
す
く
ま
と
め
た「
イ
ツ
モ
防

災
タ
ウ
ン
ペ
ー
ジ
」を
、Ｎ
Ｔ
Ｔ
タ
ウ

ン
ペ
ー
ジ
に
同
封
し
て
配
布
し
ま
す
。

万
が
一
の
と
き
に
慌
て
な
い
よ
う
、

見
や
す
い
場
所
に
掲
示
す
る
な
ど
、

災
害
に
備
え
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ　

危
機
管
理
課
内
線
３
６
９

４
か
、配
布
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

は
Ｎ
Ｔ
Ｔ
タ
ウ
ン
ペ
ー
ジ
㈱
お
客
様

相
談
セ
ン
タ
ー
へ
1
０
１
２
０
‐
５

０
６
‐
３
０
９

市
営
自
転
車
駐
車
場
の
長
期

駐
車
は
禁
止
と
な
り
ま
し
た

　

長
期
に
わ
た
り
駐
車
し
た
ま
ま
の

自
転
車
や
原
動
機
付
自
転
車
が
駐
車

ス
ペ
ー
ス
を
占
拠
し
て
い
る
状
況
で

す
。適
正
な
利
用
を
図
る
た
め
、狭
山

市
自
転
車
駐
車
場
条
例
の
一
部
改
正

◆
無
線
資
格
取
得
活
用
セ
ミ
ナ
ー

対
象　

小
学
生
以
上

内
容　

ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士
資
格

の
取
得
方
法
と
、災
害
時
に
役
立
つ

無
線
の
活
用
方
法
な
ど

日
時　

７
月
28
日
㈰
、９
時
30
分
〜

11
時
30
分（
10
時
30
分
か
ら
個
別

対
応
）

定
員　

20
名

申
込
み　

７
月
17
日
㈬
か
ら
同
セ
ン

タ
ー
へ

◆
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
求
人「
超
」活
用
法

内
容　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
求
人
票
の

作
り
方
や
仕
組
み
な
ど

日
時　

７
月
24
日
㈬
、15
時
〜
17
時

定
員　

30
名

申
込
み　

狭
山
市
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
へ
☎
２
９
４
６
‐
８
７

５
１（
電
話
可
）

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ

☎
２
９
６
８
‐
１
３
２
３

◆
体
験
教
室

ゆ
か
た
の
リ
フ
ォ
ー
ム「
涼
し
く

着
や
す
い
チ
ュ
ニ
ッ
ク
を
つ
く
ろ

う
！
」／
対
象
市
内
在
住
・
在
勤
・
在

学
の
方　

日
時
７
月
24
日
㈬
、８
月

９
日
㈮
、10
時
〜
15
時　

定
員
各
８

名　

申
込
み
同
施
設（
持
参
品
は
申

込
時
に
確
認
）へ

夏
休
み
子
ど
も
体
験
教
室
／
対
象
小

学
生
以
上　

内
容
紙
す
き
、ミ
ニ
ぞ

う
り
、環
境
カ
ル
タ
な
ど　

日
時
８

月
２
日
㈮
、①
10
時
〜
12
時 

②
13
時

〜
15
時　

問
合
せ
同
施
設
へ

◆
寝
具
・
家
庭
用
品
フ
ェ
ア

対
象　

市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方

内
容　

布
団
や
キ
ッ
チ
ン
用
品
な
ど

を
廉
価
で
販
売

日
時　

８
月
９
日
㈮
〜
23
日
㈮
、９

時
〜
15
時
30
分　

※
土
曜
日
は
12
時

ま
で
。日
曜
日
・
祝
日
は
休
館
。売
り

切
れ
次
第
終
了

問
合
せ　

奥
富
環
境
セ
ン
タ
ー
へ
☎

２
９
５
３
‐
２
８
３
１

◆
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
の
お
も
ち
ゃ

　

の
病
院

対
象　

市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方

内
容　

壊
れ
た
お
も
ち
ゃ
の
修
理　

※
部
品
交
換
は
実
費
。電
子
ゲ
ー
ム

機
な
ど
は
修
理
不
可

日
時　

７
月
20
日
㈯
、９
時
〜
12
時

申
込
み　

当
日
お
も
ち
ゃ
を
持
っ
て

同
施
設
へ

問
合
せ　

奥
富
環
境
セ
ン
タ
ー
へ
☎

２
９
５
３
‐
２
８
３
１

入
間
川
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

施
設
見
学
会

内
容　

大
き
な
調
理
器
具
を
使
っ
た

模
擬
体
験
な
ど

日
時　

８
月
１
日
㈭
、９
時
30
分
〜

13
時（
受
付
は
12
時
30
分
ま
で
）

持
参
品　

上
履
き
、靴
を
入
れ
る
袋

問
合
せ　

同
セ
ン
タ
ー
へ
☎
２
９
５

４
‐
２
４
１
４

後期高齢者医療の被保険者証の更新

被保険者証の更新（8月以降は紫色になります）
　現在の被保険者証（茶色）の有効期限は､7月31日㈬で
す｡8月以降の受診には､7月中旬に簡易書留で送付され
る新しい被保険者証（紫色）をお使いください。
● 一部負担金（窓口負担）を3割から1割に変更できる場
合があります

　令和元年度（平成30年分）の住民税課税所得が145万
円以上で、次のいずれかに該当する方は、事前の申請によ
り後期高齢者医療の窓口負担割合が1割になります｡1割
になると推定される方には､6月中に申請書を送付して
いますので､7月中に手続きをしてください。

▼被保険者が一人の場合は、収入額が383万円未満

▼被保険者が複数いる世帯は、収入額の合計が520万円
未満

▼被保険者が一人で、世帯内の70～74歳の方の収入額
との合計が520万円未満
●限度額適用・標準負担額減額認定証の交付・更新
　世帯全員が住民税非課税の場合、医療機関などに提示
することで、同一の医療機関などで月ごとに支払う医療
費を自己負担限度額までに抑えることができます。また、
入院時の食事療養標準負担額などが減額されます。お持
ちでない方は、交付の手続きをしてください。
※ 現在お持ちの方で、引き続き8月以降も適用になる方
には､7月中に新しい限度額適用・標準負担額減額認定
証を送付しますので、手続きは必要ありません

持参品　被保険者証
●限度額適用認定証の交付・更新
　一部負担金の割合が3割で、住民税課税所得690万円
未満の場合、限度額適用認定証を医療機関などに提示す
ることで、同一の医療機関などで月ごとに支払う医療費
が自己負担限度額までに抑えることができます。交付に
は申請手続きが必要です。
※ 現在お持ちの方で、引き続き8月以降も適用になる方
には､7月中に新しい限度額適用認定証を送付します
ので、手続きは必要ありません

持参品　被保険者証
申込み　保険年金課へ内線1575

を
行
い
ま
し
た
。

改
正
内
容　

長
期
駐
車（
有
料
は
７

日
、無
料
は
14
日
を
超
え
る
）は
禁
止

と
し
、こ
れ
に
違
反
す
る
も
の
に
つ

い
て
は
調
査
な
ど
を
行
っ
た
上
で
、

撤
去
な
ど
の
処
分
の
対
象
と
な
り
ま

す
。

問
合
せ　

交
通
防
犯
課
へ
内
線
３
６

９
２

中
小
企
業
退
職
金
共
済
制

度
の
ご
利
用
を

　

中
小
企
業
で
働
く
従
業
員
の
た
め

の
外
部
積
立
型
の
国
の
退
職
金
制
度

で
す
。国
が
サ
ポ
ー
ト
す
る
中
退
共

制
度
を
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

産
業
振
興
課
内
線
２
５
５

３
か
中
小
企
業
退
職
金
共
済
本
部
へ

☎
03
‐
６
９
０
７
‐
１
２
３
４

狭
山
市
環
境
審
議
会
の
委
員

対
象　

令
和
元
年
11
月
１
日
現
在
、

市
内
に
引
き
続
き
１
年
以
上
お
住
ま

い
の
20
歳
以
上
70
歳
未
満
で
、ほ
か

の
審
議
会
の
委
員
で
な
い
方

任
期　

11
月
１
日
〜
令
和
３
年
10
月

持
っ
て
教
育
指
導
課
へ
内
線
５
６
５

３（
面
接
あ
り
）

適
応
指
導
教
室「
け
や
き
」

指
導
員
の
登
録
者

対
象　

９
月
２
日
㈪
か
ら
勤
務
が
可

能
な
方

勤
務
内
容　

教
育
セ
ン
タ
ー
の
適
応

指
導
教
室「
け
や
き
」に
通
級
す
る
児

童
生
徒
の
学
校
復
帰
に
向
け
た
指
導

や
支
援

勤
務
日
時　

月
〜
金
曜
日
の
８
時
30

分
〜
15
時
30
分（
金
曜
日
は
12
時

ま
で
）

申
込
み　

教
育
セ
ン
タ
ー（
電
話
連

絡
の
上
、履
歴
書
を
持
参
。面
接
あ

り
）へ
☎
２
９
５
６
‐
２
２
９
９

排
水
設
備
工
事
責
任
技
術

者
共
通
試
験

試
験
日　

11
月
24
日
㈰

場
所　

埼
玉
工
業
大
学（
深
谷
市
）

申
込
期
間　

８
月
19
日
㈪
〜
９
月
27

日
㈮（
必
着
。申
込
先
は
受
験
案
内
参

照
）

受
験
料　

１
万
円

受
験
案
内　

８
月
19
日
㈪
か
ら
下
水

道
施
設
課
で
配
布

児
童
・
生
徒
の
介
助
員

を
募
集
し
て
い
ま
す

教育指導課へ
内線5653

国民健康保険の 「限度額適用認定証」 と
「標準負担額減額認定証」 の更新・交付

●限度額適用認定証
　医療機関に提示することで、医療費の支払いを世帯
ごとの負担限度額までにできます。現在の認定証の有
効期限は､7月31日㈬までです｡8月以降の認定証が必
要な方は、更新の手続きをお願いします。
　なお、70歳以上で高齢受給者証2割負担かつ住民税
課税所得が145万円未満の住民税課税世帯の方およ
び高齢受給者証3割負担かつ住民税課税所得が690万
円以上の方は、高齢受給者証が限度額認定証を兼ねる
ため手続きは必要ありません。
　詳細は平成31年度国民健康保険税納税通知書に同
封される平成31年度版こくほガイドをご覧ください。
持参品　個人番号が分かるもの、本人確認書類、被保険
者証、印鑑、現在の限度額適用認定証（更新の方）
※国民健康保険税の未納がある方や、平成30年分の確
　定申告か、市民税・県民税の申告をしていない方には、
　認定証を交付できないことがあります
●標準負担額減額認定証
　世帯全員が住民税非課税の場合、事前に申請するこ
とで、食事療養費標準負担額（入院中の食事代の一部）
を減額できます。なお、現在、標準負担額減額認定証の
交付を受けている方で､令和元年度も引き続き住民税
非課税の方は、更新の手続きが必要です。
持参品　個人番号が分かるもの、本人確認書類、被保険
者証、印鑑、現在の標準負担額減額認定証（更新の方）
申込み　保険年金課へ内線1052


